
　
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
」
が
導
入
さ

れ
る
二
〇
二
三
年
一
〇
月
一
日
が
、

一
年
後
に
迫
っ
て
い
ま
す
。
と
は
い

え
、
イ
ン
ボ
イ
ス
と
い
う
用
語
も
難

解
で
す
し
、
制
度
へ
の
理
解
は
ま
だ

霧
の
中
と
い
う
方
も
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
は
、
消
費
税
を

受
け
取
っ
た
事
業
者
が
、
消
費
税
を

納
税
す
る
と
き
に
適
用
を
受
け
る
、

「
仕
入
税
額
控
除
」
と
い
う
専
門
的

で
テ
ク
ニ
カ
ル
な
手
続
き
の
適
正
化

を
通
じ
て
、
消
費
税
額
の
確
実
な
国

庫
へ
の
収
納
を
目
指
す
も
の
で
す
。

　

実
務
家
目
線
で
少
々
大
胆
な
説
明

を
す
る
と
、
消
費
税
の
申
告
に
お
い

て
「
仕
入
税
額
控
除
が
で
き
る
」
こ

と
と
、
所
得
税
の
申
告
に
お
い
て

「
必
要
経
費
に
な
る
」
こ
と
は
、
基

本
的
に
同
じ
話
で
す
。

　

現
在
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の
発
行
と

保
存
が
な
く
て
も
「
控
除
」
で
き
る

も
の
が
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
施
行
後

は
、
同
一
の
取
引
に
お
い
て
、
イ
ン

ボ
イ
ス
の
発
行
が
な
い
と
「
控
除
」

で
き
な
く
な
る
わ
け
で
す
。
い
か
に

切
実
な
問
題
で
あ
る
か
が
わ
か
り
ま

す
。

河野利明税理士事務所
税理士　河野 利明

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
は
、
課
税
・
免

税
を
問
わ
ず
、
全
事
業
者
に
関
係
が

あ
る
と
い
え
ま
す
。
課
税
事
業
者

は
、
登
録
申
請
手
続
や
事
務
管
理
の

面
で
の
対
策
が
急
務
で
す
。
免
税
事

業
者
の
場
合
は
、
販
売
先
が
消
費
者

中
心
な
の
か
事
業
者
中
心
な
の
か
等

を
考
慮
に
入
れ
、
あ
え
て
課
税
事
業

者
に
な
る
か
否
か
を
選
択
す
る
必
要

が
生
じ
ま
す
。

　

本
稿
で
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の

も
つ
意
味
と
、
消
費
税
等
の
申
告
納

税
制
度
と
の
関
連
を
含
め
、
実
務
的

な
重
要
ポ
イ
ン
ト
を
Ｑ
＆
Ａ
で
解
説

し
て
い
き
ま
す
。

　

な
お
、
話
の
複
雑
化
に
よ
る
混
乱

を
避
け
る
た
め
、
消
費
税
の
計
算
過

程
の
細
目
、
例
え
ば
、
一
口
に
消
費

税
と
い
っ
て
も
、
正
確
に
は
国
の
税

金
で
あ
る
「
消
費
税
」
と
地
方
の
税

金
で
あ
る
「
地
方
消
費
税
」
の
合
計

を
い
い
、
申
告
の
場
面
で
は
、「
消

費
税
」
を
ま
ず
計
算
し
て
か
ら
「
地

方
消
費
税
」
を
算
出
す
る
仕
組
み
に

な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
は

踏
み
込
ま
ず
、
シ
ン
プ
ル
に
解
説
す

る
こ
と
と
し
ま
す
。

　

本
稿
が
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

特 

集

1959 年愛媛県八幡浜市出身。1982
年京都大学法学部卒業、日本鋼業株
式会社入社。特殊鋼営業部で対中国
貿易などを担当。1988 年税理士登録
（東京税理士会）、河野利明税理士事

務所開設。農林中金アカデミー研修講師。

①�
Ｑ
＆
Ａ　
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の�

�
基
礎
知
識

導
入
に
向
け
た
準
備
が
進
む
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
。
事
業
者
で
あ
る
Ｊ
Ａ
と
し
て
本
制
度
の
理
解
を

深
め
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
組
合
員
へ
の
適
切
な
説
明
も
必
要
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
制
度
が
理

解
し
に
く
い
と
い
う
声
も
聞
こ
え
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
基
本
事
項
を
Ｑ
＆
Ａ
で
確
認
す
る
。

5 特集　インボイス制度'22/10月号_No.628 4特集　インボイス制度 '22/10月号_No.628



●特集●　インボイス制度

す
る
際
に
、
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税

額
の
控
除
を
行
う
た
め
の
証
拠
と
な

り
得
る
資
格
を
有
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。

　

消
費
税
の
納
税
の
仕
組
み
に
つ
い

て
は
、
図
表
１
の
と
お
り
で
す
。

Ｑ
２　

な
ぜ
導
入
さ
れ
る
の
？

【
Ａ
２
】

　
買
い
手
側
で
消
費
税
の
申
告
・

納
税
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
納
税

額
を
減
少
す
る
効
果
を
も
つ
「
仕

入
税
額
控
除
」
と
よ
ば
れ
る
消
費

税
特
有
の
税
額
計
算
手
続
を
正
確

に
行
い
、
税
収
を
確
保
す
る
こ
と

を
目
指
す
制
度
で
す
。

【
解
説
】

　

一
般
消
費
者
の
目
か
ら
見
る
と
、

例
え
ば
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
レ

ジ
の
前
で
支
払
っ
た
（
負
担
し
た
）

消
費
税
は
、
消
費
税
を
預
か
っ
た
ス

ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
、
速
や
か

に
、
翌
月
一
〇
日
か
、
少
な
く
と
も

翌
月
末
に
は
、
ま
る
ま
る
国
庫
に
納

税
し
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

実
際
に
は
、
ま
っ
た
く
違
っ
て
い

ま
す
。
消
費
者
か
ら
消
費
税
を
預
か

っ
た
事
業
者
は
、
原
則
と
し
て
年
に

一
回
、
消
費
税
の
申
告
納
税
を
行
っ

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ
の
申
告
納

税
の
際
に
は
、
売
上
げ
に
つ
い
て
預

か
っ
た
消
費
税
か
ら
、
そ
の
商
品
を

仕
入
れ
た
際
に
支
払
っ
た
消
費
税
を

差
し
引
き
ま
す
（
こ
の
差
引
計
算
を

「
仕
入
税
額
控
除
」
と
い
う
）。

　

実
は
、
消
費
税
の
納
税
手
続
は
、

事
業
者
間
で
、
消
費
者
か
ら
の
「
預

り
金
」
を
、
そ
の
事
業
者
の
付
加
価

値
部
分
に
対
応
す
る
金
額
を
納
税
し

な
が
ら
、
生
産
・
流
通
の
前
段
階
の

事
業
者
へ
バ
ト
ン
パ
ス
し
て
い
く
イ

メ
ー
ジ
で
す
（
次
頁
図
表
２
）。

　

と
こ
ろ
で
、
図
表
２
に
お
け
る
生

産
業
者
が
免
税
事
業
者
だ
っ
た
ら
ど

う
な
る
で
し
ょ
う
か
。

　

消
費
税
で
は
、
そ
の
課
税
期
間
の

基
準
期
間
に
お
け
る
課
税
売
上
高
が

一
〇
〇
〇
万
円
以
下
の
事
業
者
は
、

そ
の
課
税
期
間
に
お
け
る
課
税
資
産

の
譲
渡
等
に
つ
い
て
、
納
税
義
務
が

免
除
さ
れ
ま
す
（
免
税
事
業
者
）。

　

課
税
期
間
は
消
費
税
の
計
算
期
間

を
指
し
、
通
常
、
個
人
で
あ
れ
ば
一

月
一
日
～
一
二
月
三
一
日
、
法
人
で

に
備
え
て
、
ル
ー
ル
や
変
更
点
を
理

解
し
た
う
え
で
、
ゆ
と
り
を
も
っ
て

各
種
申
請
や
準
備
を
進
め
て
い
た
だ

く
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

Ｑ
１�　

イ
ン
ボ
イ
ス
っ
て�

�

一
体
何
？

【
Ａ
１
】

　
消
費
税
の
申
告
納
税
の
手
続
き

に
必
須
と
な
る
「
適
格
請
求
書

等
」
を
い
い
ま
す
。

　
売
り
手
が
買
い
手
に
対
し
て
、

正
確
な
適
用
税
率
や
消
費
税
額
等

を
伝
え
る
も
の
で
す
。

　
具
体
的
に
は
、「
登
録
番
号
」、

「
適
用
税
率
」
お
よ
び
「
消
費
税

額
等
」
が
記
載
さ
れ
た
書
類
や
デ

ー
タ
を
い
い
ま
す
。

【
解
説
】

　
「
イ
ン
ボ
イ
ス
」
と
い
う
用
語
は
、

本
来
は
「
送
り
状
」「
明
細
を
記
入

し
た
請
求
書
」
を
意
味
し
、
貿
易
実

務
な
ど
で
使
わ
れ
る
専
門
用
語
で

す
。
ま
さ
に
こ
の

「
明
細
を
記
入
し
た
」

と
い
う
部
分
が
、
消

費
税
で
い
う
「
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
」
に
つ

な
が
り
ま
す
。

　
「
適
格
」
と
は
、

「
資
格
を
十
分
に
備

え
て
い
る
こ
と
」
を

意
味
す
る
わ
け
で
す

が
、
請
求
書
等
が
一

体
何
の
資
格
を
備
え

て
い
る
か
と
い
う

と
、
買
い
手
で
あ
る

消
費
税
の
課
税
事
業

者
が
、
申
告
納
税
を

【図表１】 消費税納税の仕組みと消費税法上の「売上げ」と
「仕入れ」

消費税の納税の仕組み

納付税額 ＝
売上先から
預かった消費税額

－
仕入れに対して
支払った消費税額

消費税法上の「売上げ」と「仕入れ」
取引 消費税の発生 具体例

売上げ 預り消費税
・商品販売収入
・サービス提供収入
・固定資産の売却収入

仕入れ 支払い消費税

・商品仕入れ支出
・事務用品、消耗品等購入支出
・通信費、手数料など支出
・外注費支出（賃金・給与は対象外）
・固定資産の購入支出
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１　

イ
ン
ボ
イ
ス
の
書
式
例

　
適
格
請
求
書
（
以
下
、「
イ
ン
ボ

イ
ス
」
と
い
う
）
と
は
、
売
り
手
が

買
い
手
に
対
し
て
正
確
な
適
用
税
率

や
消
費
税
額
等
を
伝
え
る
も
の
で

す
。

⑴
　
新
た
に
加
え
る
項
目
は
三
つ

　
現
行
の
「
区
分
記
載
請
求
書
等
保

存
方
式
」
か
ら
「
適
格
請
求
書
保
存

方
式
（
以
下
、「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
」

と
い
う
）」
に
変
更
さ
れ
る
に
あ
た

っ
て
、
新
し
く
加
え
る
項
目
は
次
の

三
つ
だ
け
で
す
（
図
表
１
）。

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

特 

集

株式会社 Office KATA
税理士　片  ユカ
1987 年 よ り 30 年 間、 東 京 国 税
局税務署に勤務。2017 年に税理
士登録。翌年より辻・本郷税理士
法人の審理室にて、事業承継や相
続等の相談・コンサル業務、相続

税等の申告の審理業務に携わる傍ら、税務トピック
スの執筆などを行う。2021 年独立。片ユカ税理士
事務所代表 兼 株式会社 Office KATA 代表取締役

②�
イ
ン
ボ
イ
ス
の
様
式
、
登
録
方
法

等
の
実
務
対
応

こ
こ
で
は
、
実
務
上
、
ど
の
よ
う
な
書
類
の
作
成
・
保
存
や
登
録
が
必
要
と
な
る
か
、
そ
の

事
務
に
着
目
。
イ
ン
ボ
イ
ス
と
し
て
取
り
扱
う
た
め
に
必
要
な
記
載
事
項
、
登
録
申
請
方
法

な
ど
の
情
報
を
紹
介
す
る
。

❶
登
録
番
号

❷
適
用
税
率

❸
消
費
税
額

⑵
　
形
式
は
自
由

　
具
体
的
な
様
式
は
、
法
令

ま
た
は
通
達
等
で
定
め
ら
れ

て
い
ま
せ
ん
。
必
要
な
事
項

が
記
載
さ
れ
て
い
れ
ば
、
ど

の
よ
う
な
様
式
で
も
イ
ン
ボ

イ
ス
に
該
当
し
ま
す
。

　
イ
ン
ボ
イ
ス
に
該
当
す
る

た
め
の
必
要
事
項
と
記
載
方

法
は
、
次
頁
図
表
２
の
と
お

り
で
す
。

【図表１】インボイス制度で請求書に新たに加わる３項目

 【記載事項】
① �請求書発行者の氏名または名
称

② 取引年月日
③ 取引の内容
④ �税率ごとに区分して合計した
対価の額（税込み）

⑤ �軽減税率の対象品目である旨
⑥ �請求書受領者の氏名または名
称

①
⑥

②

③

④

⑤

 【記載事項】
区分記載請求書に以下の事項が
追加されたもの
❶ �登録番号�
《課税事業者のみ登録可》

❷ 適用税率
❸ 消費税額

❸
❷

❶

（出所）日本税理士会連合会 HP より作成
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２　

電
子
イ
ン
ボ
イ
ス

　
イ
ン
ボ
イ
ス
は
、
書
面
で
の
交
付

に
代
え
て
、
電
子
デ
ー
タ
で
提
供
す

準
じ
た
方
法
に
よ
る
保
存
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

３　

買
い
手
側
の
作
成
書
類

を
イ
ン
ボ
イ
ス
と
す
る
場
合

⑴
　
売
り
手
か
ら
受
け
取
る
「
請

求
書
」
で
な
く
て
も
よ
い

　
イ
ン
ボ
イ
ス
は
、「
必
要
な
事
項

が
記
載
さ
れ
た
書
類
」
で
あ
れ
ば
ど

の
よ
う
な
形
で
も
構
い
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、「
領
収
書
」「
納
品
書
」

「
仕
入
明
細
書
」「
消
費
税
内
訳
書
」

等
、
名
称
を
問
い
ま
せ
ん
。
相
手
か

ら
受
け
取
っ
た
も
の
で
な
く
、
買
い

手
が
自
分
で
作
成
し
た
も
の
で
あ
っ

て
も
、
イ
ン
ボ
イ
ス
と
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

⑵
　
二
つ
の
条
件

　
た
だ
し
、
買
い
手
側
が
作
成
し
た

書
類
を
イ
ン
ボ
イ
ス
と
し
て
扱
う
に

は
、
条
件
が
あ
り
ま
す
（
図
表
４
）。

条
件
１
：
仕
入
れ
の
相
手
方
の
登
録

番
号
を
記
載
す
る
こ
と

条
件
２
：
仕
入
れ
の
相
手
方
の
確
認

を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と

【図表３】電子インボイス

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
を
「
電

子
イ
ン
ボ
イ
ス
」
と
よ
ん
で
い
ま
す

（
図
表
３
）。

　
電
子
イ
ン
ボ
イ
ス
と
す
る
際
に

は
、
書
類
と
電
子
デ
ー
タ
に
よ
り
記

載
事
項
を
満
た
す
こ
と
も
可
能
で

す
。

　
こ
の
場
合
、
電
子
帳
簿
保
存
法
に

（出所）国税庁「適格請求書等保存方式の概要－インボイス制度の理解のために－」より作成

【図表２】インボイス書式例
＜適格請求書＞

①　�適格請求書発行事業者の氏名または名称お
よび登録番号

②　取引年月日
③　取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
④　税率ごとに区分して合計した対価の額
　　（税抜きまたは税込み）および適用税率
⑤　税率ごとに区分した消費税額等
⑥　�書類の交付を受ける事業者の氏名または名
称

（出所）日本税理士会連合会 HP より作成

【売り手】 【買い手】
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イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
概
要
を�

�

お
さ
ら
い

●
　
イ
ン
ボ
イ
ス
の
記
載
要
件

　

二
〇
二
三
年
一
〇
月
一
日
よ
り
、

消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
ス
タ

ー
ト
し
ま
す
。
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の

正
式
名
称
は
、「
適
格
請
求
書
等
保

存
方
式
」
で
す
。
イ
ン
ボ
イ
ス
と
は

「
適
格
請
求
書
」
の
こ
と
を
指
し
、

そ
の
記
載
要
件
は
、
図
表
１
の
と
お

り
で
す
。

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
後
は
、
図

表
１
の
記
載
要
件
を
満
た
し
た
書
類

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

特 

集

全国農業協同組合中央会
営農・担い手支援部
税理士　農業経営コンサルタント
栗山 賢陽
千葉県出身。会計系専門学校講師を
経て税理士資格を取得し、2013 年に

栗山賢陽税理士事務所を設立。2014 年よりＪＡ全中に
所属し、農業税務に関する相談や全国で実施される研修
会に対応している。

③
Ｊ
Ａ
と
農
業
従
事
者
へ
の
影
響

農
林
水
産
業
に
関
わ
る
立
場
と
し
て
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
設
け
ら
れ
て
い
る
「
卸
売
市
場

特
例
」
と
「
農
協
特
例
」
の
理
解
は
欠
か
せ
な
い
。
ま
た
、
Ｊ
Ａ
の
事
業
へ
の
影
響
に
つ
い

て
も
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

の
こ
と
を
す
べ
て
イ
ン
ボ
イ
ス
と
よ

び
ま
す
。
逆
に
、
一
つ
で
も
要
件
を

満
た
さ
な
い
書
類
は
た
だ
の
請
求
書

や
領
収
書
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
し
て
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の

最
大
の
特
徴
は
、
買
い
手
は
消
費
税

の
計
算
上
、
売
り
手
か
ら
イ
ン
ボ
イ

ス
を
発
行
し
て
も
ら
っ
た
分
だ
け
が

仕
入
税
額
控
除
の
対
象
に
な
る
と
い

う
こ
と
で
す
。

●
　
簡
易
課
税
へ
の
影
響
お
よ
び

制
度
導
入
後
の
経
過
措
置

　

た
だ
し
、
二
〇
二
三
年
一
〇
月
一

日
か
ら
す
べ
て
の
仕
入
税
額
控
除
に

つ
い
て
イ
ン
ボ
イ
ス
が
必
要
と
な
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
、
簡

易
課
税
に
よ
り
仕
入
税
額
控
除
の
計

算
を
す
る
場
合
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
が

不
要
と
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

現
在
簡
易
課
税
に
よ
り
仕
入
税
額
控

除
の
計
算
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
、

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
後
も
何
も
変

わ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
二
〇
二
三
年
一
〇
月
一
日

か
ら
二
〇
二
九
年
九
月
三
〇
日
ま
で

の
六
年
間
は
、
次
の
期
間
に
応
じ
た

経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

・
二
〇
二
三
年
一
〇
月
一
日
か
ら
二

〇
二
六
年
九
月
三
〇
日
ま
で�

�

…
…
イ
ン
ボ
イ
ス
が
な
く
て
も
仕

入
消
費
税
の
八
〇
％
が
控
除
可
能
。

・
二
〇
二
六
年
一
〇
月
一
日
か
ら
二

〇
二
九
年
九
月
三
〇
日
ま
で�

�

…
…
イ
ン
ボ
イ
ス
が
な
く
て
も
仕

入
消
費
税
の
五
〇
％
が
控
除
可
能
。

　

例
え
ば
、
飲
食
料
品
以
外
の
商
品

を
五
五
〇
〇
円
（
消
費
税
込
み
）
で

仕
入
れ
た
と
し
ま
す
。
イ
ン
ボ
イ
ス

が
あ
れ
ば
、
現
行
制
度
と
変
わ
ら
ず

五
〇
〇
円
が
仕
入
税
額
控
除
の
対
象

に
な
り
ま
す
が
、
イ
ン
ボ
イ
ス
が
な

く
て
も
二
〇
二
六
年
九
月
三
〇
日
ま
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で
で
あ
れ
ば
四
〇
〇
円
、
二
〇
二
九

年
九
月
三
〇
日
ま
で
で
あ
れ
ば
二
五

〇
円
が
仕
入
税
額
控
除
で
き
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
二
〇
二
九
年

一
〇
月
一
日
以
降
、
本
則
課
税
で
計

算
す
る
場
合
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の
な
い

取
引
は
、
仕
入
税
額
控
除
が
一
切
で

き
な
く
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

の
導
入
後
は
、
買
い
手
が
大
き
な
影

響
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

●　

売
り
手
に
も
及
ぶ
イ
ン
ボ
イ

ス
の
影
響

　

ま
た
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入

の
影
響
は
買
い
手
だ
け
で
は
な

く
、
売
り
手
に
も
及
び
ま
す
。
売

り
手
は
誰
で
も
イ
ン
ボ
イ
ス
を
発

行
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
は
な

く
、
登
録
を
し
て
「
適
格
請
求
書

発
行
事
業
者
」
に
な
ら
な
け
れ
ば

販
売
時
に
イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

二
〇
二
三
年
一
〇
月
一
日
の
イ

ン
ボ
イ
ス
制
度
ス
タ
ー
ト
と
同
時

に
イ
ン
ボ
イ
ス
の
発
行
を
し
た
い

と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
原
則
と

し
て
二
〇
二
三
年
三
月
三
一
日
ま

で
に
登
録
申
請
の
手
続
き
を
済
ま

せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　

登
録
申
請
を
し
て
か
ら
登
録
完

了
ま
で
に
、
郵
送
で
手
続
き
を
す

る
場
合
は
約
一
ヵ
月
、
ｅ-

Ｔ
ａ

ｘ
で
手
続
き
を
す
る
場
合
は
約
二

週
間
か
か
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
期
日
に
余
裕
を
も
っ
て
手
続
き

を
進
め
た
ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
に
な
る

と
、
購
入
者
に
求
め
ら
れ
た
場
合

は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
が
義
務
に

な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
販
売
時
に
必

ず
イ
ン
ボ
イ
ス
を
交
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
購
入
者
が
課
税
事
業
者

で
、
か
つ
イ
ン
ボ
イ
ス
の
交
付
を
要

求
さ
れ
た
場
合
の
み
、
交
付
義
務
が

生
じ
ま
す
。

　

な
お
、
免
税
事
業
者
の
方
が
登
録

を
す
る
場
合
、
適
格
請
求
書
発
行
事

業
者
イ
コ
ー
ル
消
費
税
の
申
告
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
い
う
点

に
注
意
が
必
要
で
す
。

　

免
税
事
業
者
で
あ
れ
ば
、
消
費
税

の
計
算
お
よ
び
申
告
書
の
提
出
な
ら

び
に
納
税
の
す
べ
て
が
免
除
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
す
が
、
適
格
請
求
書
発

行
事
業
者
に
な
る
と
イ
ン
ボ
イ
ス
を

発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
と
同
時
に
、
課
税
事
業
者
と
し
て

消
費
税
の
納
税
義
務
も
生
ず
る
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
取
引
の
中
に

は
、
次
に
示
す
よ
う
に
イ
ン
ボ
イ
ス

が
不
要
と
な
る
も
の
も
多
数
あ
り
ま

す
の
で
、
免
税
事
業
者
の
方
が
登
録

を
さ
れ
る
場
合
に
は
慎
重
に
検
討
を

重
ね
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

〈
イ
ン
ボ
イ
ス
が
不
要
と
な
る
取
引
〉

・
庭
先
販
売
な
ど
、
直
接
、
一
般
消

費
者
に
販
売
す
る
場
合

・
免
税
事
業
者
に
販
売
す
る
場
合

・
課
税
事
業
者
の
う
ち
簡
易
課
税
で

仕
入
税
額
控
除
を
計
算
し
て
い
る

者
に
販
売
す
る
場
合

・
農
協
特
例
の
適
用
を
受
け
る
場
合

・
卸
売
市
場
特
例
の
適
用
を
受
け
る

場
合

１　

農
業
者
へ
の
影
響

　

農
業
者
は
、
農
畜
産
物
を
販
売
す

る
と
い
う
売
り
手
の
立
場
で
あ
る
と

同
時
に
、
農
業
経
営
に
関
す
る
様
々

な
仕
入
れ
を
行
う
買
い
手
の
立
場
で

も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
に
応
じ
た
影
響
を
考
え
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

⑴
　
売
り
手
と
し
て
の
立
場
の
場

合
①
課
税
事
業
者

　

ま
ず
売
り
手
の
立
場
で
考
え
た
場

【図表１】インボイスの記載要件

（出所）国税庁「適格請求書等保存方式の概要─インボイス制度の理解のために─」より作成

①　販売者の氏名または名称および登録番号
②　取引年月日
③　取引内容（軽減税率の対象となるものがある
場合はその旨）

④　税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜
きまたは税込み）および適用税率

⑤　消費税額等（端数処理は１枚のインボイスに
つき税率ごとに１回ずつ）

⑥　書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
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